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知床自然大学院大学設立財団について

• 設立 2013年 （公益法人認定 2014年）

• 設立の背景

地元自治体による「知床自然大学」構想（1986年〜2009年）

知床世界自然遺産登録と世界遺産科学委員会の発足（2005年）

• 目的（定款第3条）

野生生物と人間社会との間に生じた様々な問題解決と共生のための新し
い思想・技術を創出しその実践を担う専門家や研究者を育成する大学院
に相当する高等教育研究機関（以下、「知床自然大学院大学」という）
を、設立・設置・誘致することに寄与することを目的とする。

・事業（定款第4条）

(1) 知床自然大学院大学を開設する学校法人設立の準備、及び大学院大
学の設置或いは誘致の準備をする事業。

(2) 知床自然大学院大学が必要であることを広く世の中に訴える広報事
業、およびそのための調査研究事業。

・組織 評議員会(6名) − 理事会(13名) − 計画策定専門委員会(12名)



専門職の養成-１ 「知床自然大学院」の構想

「知床自然大学院」の構想

●大学院の理念と目的
野生生物と人間社会の間に生じた様々な問題の解決と、共生のための新しい思想･技術を
創出し、その実践を担う専門家を養成する。

●育てる人材と教育内容
高度な専門性と人間力を持ち、野生生物保護管理を通して新しい価値の創造と、地域社会の
構築を担うことのできる人材。
現場教育、実践的トレーニングに重点を置いたカリキュラム。

●受け入れる学生
環境保全や野生生物保護管理に関心を持つ学部卒生（生物･農学･環境･社会学系等）
社会人（自治体･国･公益法人等の実務者、法人の環境部門、地域活動者）、留学生。
生態学の基礎知識を有し、自然科学･社会科学全般に関心を有する者。

●卒業後の進路
自治体や国の野生生物対策担当者･行政官、公益法人･企業･団体の環境部門専門職員、
環境NGO･NPO職員、地域資源保全や地方創生組織職員、教育機関職員など。



専門職の養成-２ 求められる能力と役割

これらの能力を持つ人材養成には「保護管理現場での教育（フィールドトレーニング）」が重要



専門職の現場教育-１ 教育フィールドの条件

現場教育フィールドとしての条件＝知床にそろう多様な教育資源

●多様な自然環境： 森林、草原、海岸、河川、湖沼、湿原、高山、沿岸海域、氷海、

二次林、造林地、耕作放棄地、森林復元途上環境

●多様な生物相： 多様な生息種、絶滅危惧種･希少種、渡り鳥･回遊性哺乳類、外来種

●多様な産業活動： 農業（畑作・酪農・畜産・稲作）、漁業（沿岸・沖合・昆布・内水面）、

観光・エコツーリズム（野生動物・自然体験・火山・流氷・遺跡・産業）

●多様な保護地域: 世界遺産、原生自然環境保全地域、国立公園、利用調整地区、国定公園、

道立自然公園、森林生態系保護地域、特定動物保護林、植物群落保護林,

鳥獣保護区,

●問題克服の経験： 開拓跡地問題と知床100㎡運動、知床横断道路問題、知床国有林伐採問題、

オーバーユース問題、知床財団の設立、世界遺産登録と管理体制

◎課題の存在： エゾシカ問題、ヒグマとの共存、野生動物餌付け問題、絶滅危惧種の保護増殖、

海鳥保護対策、、トドの保護と漁業被害、ダムの改良、利用調整、外来種の排除

●他大学・研究機関・管理団体・研究者との連携： 知床科学委員会・研究者･大学・博物館・研究

機関・公益法人・NPO等との連携

●調査研究成果の蓄積： 保全や対策のための調査研究成果の長年の蓄積がある



専門職の現場教育-２ 教育資源としての「課題」



専門職の現場教育-３ 広域知床圏

知床圏の各種保護区と産業地域

広域知床圏の産業と保護地域

広域知床圏の保護地域
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